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通知カード（紙）個人番号カード

マイナンバーの利用が始まりました

～こんなことに注意しましょう～

通
知
カ
ー
ド
（
紙
製
）
に
つ
い
て

　

１
月
か
ら
社
会
保
障
・
税
・
災
害

に
関
す
る
手
続
き
の
際
、
窓
口
で
本

人
確
認
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
・

確
認
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
際
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証

明
す
る
も
の
と
し
て「
通
知
カ
ー
ド
」

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

市
役
所
に
お
越
し
の
際
は
、
運
転

免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の
と
一
緒
に
「
通
知
カ
ー
ド
」
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

「
通
知
カ
ー
ド
」
は
紙
製
の
た
め
、

破
れ
や
す
く
、
ま
た
汚
れ
や
す
く

な
っ
て
い
ま
す
。
破
損
な
ど
に
よ
る

再
発
行
に
は
手
数
料
が
か
か
り
ま
す

の
で
、
保
管
に
は
十
分
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
に
つ
い
て

　

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
は
、
希

望
者
に
交
付
さ
れ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
の
カ
ー
ド
で
す
。

　

交
付
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要

で
、
申
請
方
法
は
、
通
知
カ
ー
ド
に

同
封
さ
れ
た
申
請
書
で
行
う
方
式
、

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
行

う
電
子
申
請
方
式
の
２
通
り
が
あ
り

ま
す
。
初
回
の
手
数
料
は
無
料
で
す

が
、
更
新
時
に
手
数
料
が
か
か
り
ま

す
。

　

有
効
期
間
は
20
歳
以
上
が
10
年
、

20
歳
未
満
が
５
年
で
す
。

　

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
は
、
本
人

確
認
の
際
の
身
分
証
明
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
証
明
が
で
き
る
カ
ー
ド
で
、

顔
写
真
付
き
身
分
証
明
書
を
お
持
ち

で
な
い
人
に
は
便
利
な
カ
ー
ド
で
す
。

　

ま
た
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
の
確
定
申

告
や
署
名
用
電
子
申
請
に
も
利
用
で

き
ま
す
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
を

す
る
時
は
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

　

○
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
即
日
交

付
が
で
き
ま
せ
ん
。
申
請
か
ら

２
週
間
程
度
を
要
し
ま
す
。

　

○
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
窓
口
交
付

時
に
は
本
人
確
認
や
電
子
証
明

書
登
録
な
ど
に
時
間
を
要
し
ま

す
。
受
け
取
り
の
際
は
時
間
に

余
裕
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ

い
。

　

○
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
の
確
定
申
告
に

利
用
す
る
場
合
は
、
お
持
ち
の

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
が
個
人
番
号

カ
ー
ド
に
対
応
し
て
い
る
こ
と

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
一
部
機

器
で
は
認
識
し
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

○
紛
失
し
た
場
合
や
、
人
に
番
号

が
漏
れ
た
場
合
は
、
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

利
用
を
一
時
停
止
で
き
ま
す
。

　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
０
１
２
０
‐
95
‐
０
１
７
８

（
平　

日
：
９
時
30
分
～
22
時
00
分
）

（
土
日
祝
：
９
時
30
分
～
17
時
30
分
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
標
的
に
し
た
振
り

込
め
詐
欺
な
ど
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　

電
話
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
聞
く
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
漏
れ
て
い
る
、
処
理
す
る
の
に
お

金
が
必
要
」
な
ど
の
不
審
な
電
話
に

注
意
し
、
む
や
み
に
人
に
教
え
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

怪
し
い
と
思
っ
た
ら
、
家
族
・
友

人
・
市
役
所
な
ど
へ
相
談
し
、
被
害

に
遭
わ
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ

　

市
民
課
市
民
年
金
室

　

☎
53
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
８
２
）
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